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世界で流行している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るために、世界中でワク

チン接種が進められています。国内においても予防接種法が改正され、新型コロナウイルスワ

クチン接種を臨時に行う予防接種として、４月以降に順次、高齢者からワクチン接種が進めら

れていく予定となっています。今回は、新型コロナウイルスワクチン接種に関した情報をお知

らせします。 

 

対象は？ 

  １６歳以上の全町民が対象となります。 

 

いつ接種できるの？ 

   大量のワクチンは徐々に供給されることになりますので、一定の順位を決めて接種を行

っていきます。 

感染すると重症化するリスクの高い方から接種を始めることとなっています。 

 【接種順位】 

 ①高齢者（令和３年度中に６５歳以上になる方：昭和３２年４月１日以前に生まれた方）  

     ７５歳以上の方 

６５歳以上７４歳以下の方 

②基礎疾患のある方（慢性の呼吸器・心臓・腎臓・肝臓病、服薬中等の糖尿病、免疫低下、 

基準以上の肥満等）    

③高齢者施設等の従事者 

④６０～６４歳の方 

⑤それ以外の方   

  接種時期はワクチンの供給により国が示すこととなっています。 

現時点（３月１日）では４月１日以降に高齢者への接種を始める見込みとなっています。 

 

町では、ワクチンが供給され次第、接種日程を決めて、対象となる方へ案内をお送りしま

す。 

（案内が自宅へ届くまでお待ちください。） 

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ 

新型コロナウイルスワクチン接種は努力義務

が課されており、「接種を受けるように努めな

ければならない」とされています。（妊婦には

努力義務は課されていません。） 

次ページへ続く 



  
どこで接種できるの？ 

 原則として町に住所のある方は町内で接種していただきます。なお、下記の方は町外で接

種可能となる見込みです。  

 ・入院や入所している場合 

 ・基礎疾患で治療中の医療機関で接種する場合  

 ・里帰り出産の妊産婦 

 ・単身赴任や遠隔地へ住む学生 

 町では集団接種会場を３ヶ所設ける予定です。(深浦町町民体育館、ふれあいと創造の館、

深浦町農村環境改善センターを予定)  接種会場は、ワクチンが供給され次第、接種日程

と共に、対象となる方へ案内をお送りします。 （案内が自宅へ届くまでお待ちください。） 

 

接種するにはどうすればいいの？ 

 供給されたワクチンを無駄なく使用するために、集団接種は完全予約制で行います。 

 ①案内が自宅に届く 

       ↓ 

②ワクチン接種予約専用ダイヤルに電話または健康推進課 

（新型コロナウイルスワクチン接種対策室）窓口へ 

       ↓              

③接種日時を予約 

       ↓ 

④予約した日時に下記の物を持って集団接種会場にお越しいただく 

  ・町から送付される『接種券』と『予診票』 

・『身元確認書類（健康保険証や運転免許証など）』 

予約受付期間や予約専用ダイヤルは、ワクチンが供給され次第、接種日や接種場所と共

に、対象となる方に案内をお送りします。 （案内が自宅へ届くまでお待ちください。） 

『接種券』と『予診票』も同時にお送りします。 

 供給されたワクチンの量に合わせて予約可能人数が決まりますので、予約可能人数を超

えた場合は、次回に供給された際の予約となります。 

 

ワクチンのことを詳しく知りたい 

【ワクチンの投与方法】 

・筋肉内に接種します。集団接種会場に来る際は、肩の部分がすぐに出せるような服装で 

来てください。 

・ワクチンは２回接種します。１回目の接種後、通常は３週間の間隔で２回目を接種しま 

す。 

【ワクチンの効果・安全性等】 

ワクチンの安全性、品質 

・接種に用いる新型コロナウイルスワクチンは、国内外で臨床試験を行い、その結果に 

基づいて、有効性と安全性、品質を審査し、承認されたワクチンを使用します。 
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ワクチンの有効性 

・接種に用いるワクチンは、ワクチンを投与した人の方が投与していない人よりも、新 

型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということがわかっています。 

ワクチンの効果の持続期間 

・臨床試験や接種が始まってからあまり時間が経過していないため、明らかになってい 

ません。今後の情報が明らかになるのを待つ必要があります。 

変異株のウイルスへの効果 

・ウイルスは絶えず変異をおこしていくもので、小さな変異でワクチンの効果がなくな 

るというわけではありません。ファイザー社のワクチンは、変異株の新型コロナウイ 

ルスにも作用する抗体が作られたとの実験結果が発表されています。 

【ワクチンの主な副反応】 

 接種後すぐに現れる可能性のある症状 

 ・極めてまれですが、アナフィラキシー（急性アレルギー反応）が発生したことが報告さ 

れています。米国では、ファイザー社の新型コロナウイルスワクチン接種後に報告され 

たアナフィラキシーは、１００万回あたり５例です。（１月１８日現在） 

・ワクチン接種後に次のような症状が現れることがありますが、大部分は数日以内に回 

復しています。 

 

注射した部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、さむけ、関節痛、発熱、注射した部位の腫れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□問合せ先   

健康推進課（新型コロナウイルスワクチン接種対策室） 

 ＴＥＬ ８２－０２８８ 
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予防接種は、感染症による患者発生や死亡者の大幅な減少をもたらす大きな役

割を持ちます。 

 そして、感染症の流行を抑えるためには、多くの方が接種し国民全体の免疫水準

を高める必要があります。しかし、多くの方にワクチンを接種することで、極めて

まれですが健康被害が生じることもあり得ます。 

 今回の接種で用いる新型コロナウイルスワクチンは、新しい種類のものである

ため、不安を感じている方もいるかもしれません。しかし、新型コロナウイルスに

感染して重症化するリスクより、まれに生じる健康被害の方がはるかにリスクは

低いのです。 

 そして、接種はご本人の意思により同意のもとに行われます。 

 

 今後も新型コロナウイルスワクチン接種に関した情報をお伝えしていきますの

で、ぜひ、新型コロナウイルスワクチン接種について理解を深めていただければと

思います。 



 
   

 

 

町では、個人住宅の居住環境の質の向上を目的として、町内建設業者等の施工による既存

住宅の居住性・耐久性・耐震性の向上など安全・安心で快適な生活を営めるような住環境リ

フォーム工事を行う町民の方を支援します。 

 

町補助額 
リフォーム工事※１ 

※工事費５０万円（税込）以上から 
下水道接続工事※２ 

※工事費１０万円（税込）以上から 
補助率（工事費の） １０％ １５％ 

補助限度額（最大） 

２０万円まで １０万円まで 

リフォーム工事と下水道接続工事の併用で最大３０万円まで 

※併用の場合は工事費１０万円（税込）以上からが対象となります。 
※１ 別表に掲げる住宅の安全性、耐久性、耐震性及び居住性を向上させるための工事。 

※２ 生活雑排水集合処理区域（岩崎・沢辺地区〔特定環境保全公共下水道〕及び大間越・ 

黒崎・田野沢・北金ヶ沢・関地区〔漁業集落排水〕）において、これまでの排水設備 

（くみ取り式トイレや浄化槽）から下水道に切り換える工事及びトイレの水洗化と 

それに伴うトイレ内装等の改修工事。 

≪補助対象者≫ 

次のいずれにも該当する方 

①町内に住所を有する者（住民基本台帳法に基づき住民票に記載されている者をいう） 

②住環境リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし、当該工事を行 

う住宅の所有者が、対象者の親（対象者の配偶者の親を含む。）または子の場合は所有者 

と同等とみなす。 

③同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。 

④過去にこの事業及びリフォーム支援事業による補助金の交付を受けていない者またはリ 

フォーム支援事業による補助金の交付を一度のみ受け、その補助金が３０万円に満たな 

かった者で、下水道接続工事による補助金を受けようとする者。 

≪補助対象住宅≫ 

個人住宅で次のいずれにも該当する住宅 

①町内に存する個人住宅であり、本人またはその家族が居住している住宅であること。 

②居住用及び業務用に併用している住宅であること。ただし、別荘は除く。 

≪補助対象工事≫ 

次の各号の全てを満たす工事とする 

①リフォーム工事に要する費用が５０万円（消費税相当額含む）以上または、下水道接続工 

事に要する費用が１０万円（消費税相当額含む）以上であること。下水道接続工事とリフ 

ォーム工事を併せて行う場合は、１０万円（消費税相当額含む）以上であること。 

②工事着工時において、建築後１年を経過していること。 

③住宅部分と非住宅部分併せて工事を行ったときは、住宅部分の床面積を住居部分及び非 

住居部分の床面積の合計で除して得た商に、当該リフォーム工事に要した費用の額を乗 

じて算出するものとする。 

④当該リフォーム工事を行う者は、深浦町内に住所を有する法人及び個人業者で、町税を完 

納していること。 

⑤完了実績報告書の提出ができる工事であること。 
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  ただし、次に掲げる工事については、補助対象外とする 

①公共工事の施工に伴う補償費となる工事 

②門・塀等、いわゆる外構工事（リフォーム等工事に関わる工事を除く） 

③補助金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用 

≪補助率・補助限度額≫ 

①リフォーム工事に要する費用の１０％に相当する額（ただし千円未満は切り捨て）とし、 

補助金の額が２０万円を超える場合は２０万円を限度とする。 

②下水道接続工事に要する費用の１５％に相当する額（ただし千円未満は切り捨て）とし、 

補助金の額が１０万円を超える場合は１０万円を限度とする。ただし、リフォーム支援事 

業による補助金の交付を受けた対象者が、補助金の交付を受けようとするときの補助金 

の限度額は、リフォーム支援事業により交付を受けた補助金の額を３０万円から減じた 

額と１０万円のいずれか低い額とする。 

③上記工事を併せて行う場合、それぞれの補助金を加算した額とし３０万円を限度とする。 

☆受付期間☆ 

４月１日（木）～７月３０日（金） 

※申請の受付は、予算の状況により途中で締め切ることもありますので御確認ください。 

別表【深浦町住環境リフォーム推進事業 リフォーム工事補助対象工事一覧】 

NO 対象 対象工事の内容 備考 

1 ○ 屋根の葺き替え、塗装、外壁の張替・塗装など  
2 ○ 部屋の新設・間仕切りの変更  
3 ○ 壁紙や床の張替などの内装工事 下水道接続工事に伴うトイレ内装改修を除く 
4 ○ 耐震補強・改修工事  
5 ○ 窓・ガラスの取付・交換（断熱改修など）  
6 ○ 室内の建具等の交換  
7 ○ バリアフリー改修（手摺、段差解消、廊下拡幅）  
8 ○ 外壁、屋根、天井の断熱化工事  

9 ○ 風呂、台所、トイレ等の水回り改修工事 
下水道接続工事に伴うトイレの水回り改

修及びその他排水管接続工事を除く 
10 ○ バルコニーや雪止めの設置  
11 ○ 畳の取替え（表替え含む）  
12 ○ 車庫・物置の設置及び増改築（別棟の場合も含む） 住宅用に限る 
13 △ 室内カーテンの取付、取替（カーテンレール含む） 内装工事と一体のみ 
14 △ 住宅の解体工事のみ（全部、一部） リフォーム工事が伴えば可 
15 ○ 住宅用太陽光発電システムの設置  
16 ○ 給湯設備機器の設置  
17 × 電話やインターネットの配線工事  
18 × 造園、門扉、ブロック塀等の外構  
19 ○ その他町長が認める工事  
※上記の工事は一例です。詳しくは、建設課まで問合せください。 

□問合せ先  建設課 ＴＥＬ ７４－４４１３ 
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大戸瀬住宅Ｄ棟の入居申込を随時受付中です。住宅への入居を希望される方は、下記の内容

を確認のうえお申込みください。 

■住宅概要 

名  称 深浦町定住促進住宅大戸瀬住宅 

所 在 地 深浦町大字関字栃沢５８－３（国道 101 いこいの駐車帯隣接） 

住宅の構造 木造２階建て、一戸建て住宅 

１戸あたりの間取り ２ＬＤＫ １・２階合わせて 27.8 坪（91.91 ㎡）<次ページ平面図参照> 

主な設備等 
オール電化、浴室乾燥機、冷暖エアコン(各部屋計３台)、小屋裏

収納、カーポート（２台分） 

家賃・敷金 家賃：月額４０，０００円  敷金：家賃２か月分（８０，０００円） 

■募集戸数  １戸分（１世帯分） 

■入居時期  令和３年４月１日以降の入居 

■申込受付期間 随時受付中 

■入居資格 ※以下の全ての要件を満たしている必要があります。 
①町内在住または深浦町に住む予定の方で、公租公課を滞納していないこと 

②夫婦（婚姻予定者含む）、または中学生以下の扶養する子どもと同居する家族であること 

③入居開始時点で世帯主またはその配偶者が満４５歳未満であること 

④家賃を納付できる収入があること 

⑤同居者を含め暴力団員でないこと 

 

■入居申込方法 

 入居申込書に下記書類を添付して役場建設課に提出してください。 

 ①入居予定者全員の住民票の写し 

 ②入居予定者全員の収入及び所得を証する書類（令和２年分の所得証明書等） 

 ③入居予定者全員の健康保険被保険者証の写し 

 ④納税証明書（同居者を含む。） 

 

■申込多数の場合の選考 

 以下の要件①から順に合致する方から優先して入居者として決定します。 

①入居者全員が町外からの移住者であること 

②入居者全員が概ね 1年以上町内に居住し、転入後３年以内の移住者 

③中学生以下の同居人がいること 

④世帯全体の年間所得額が２００万円未満であること 

⑤申込時に修道小学校区に在住していること 

⑥災害時の事情により、緊急に入居させる必要があること 

  ※いずれの事項でも順位をつけ難い場合は、公開抽選にて決定します。 

 

深浦町定住促進住宅（大戸瀬住宅Ｄ棟）の入居者を募集します！ 

<入居申込用紙> 

役場建設課・大戸瀬支所・岩崎支所及び 

町ホームページからも取得できます。 



  

 
 
 

 
 

 
  

■入居者に決定した場合の入居手続き 

 以下の手続きのうえ、町が通知する入居可能日以降 14 日以内に入居をお願いします。 

①敷金の納付 

②賃貸借契約の締結（保証人１名の連署捺印した賃貸借契約書と関係書類を提出） 

 

■入居にあたっての留意点 

①一度の契約で入居できる期間は２年間（２４か月）です。ただし、同居して高等学校等の 

教育機関に通学する満２０歳以下の子どもがいる場合、その教育機関を卒業するまでの 

期間は、更新手続のうえ、継続して入居することができます。 

②敷地を含めてペットを飼うことはできません。（盲導犬などの場合は応相談） 

③損害保険（家財・借家人賠責・個人賠責）への加入を義務付けます。 

④上記のほか、本住宅に関係する町の条例や規則、指示事項を遵守していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階間取り                ２階間取り 

 

 

 

 

□問合せ先 

建設課 管理係 ＴＥＬ ７４－２１１１ 及び深浦町ホームページをご覧ください。 
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○入居を希望する方で、住宅の見学を希望する場合は下記問合せ先までご連絡ください。 
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た

施
設
の
撤
去
及
び
修
繕
・
再
建
、
機
械

の
導
入
等
に
支
援
策
（
補
助
事
業
）
を

活
用
し
た
い
方
は
、
お
早
め
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。 

◆
今
冬
の
大
雪
・
暴
風
に
よ
る
被
害
を

受
け
た
施
設
（
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
等
）
の

撤
去
及
び
再
建
、
機
械
の
更
新
等
に
対

す
る
支
援
策
「
強
い
農
業
・
担
い
手
づ

く
り
総
合
支
援
交
付
金
（
地
域
担
い
手

育
成
支
援
タ
イ
プ
）
」
の
要
件
・
留
意
事

項 ・
補
助
率
３
／
10
以
内 

・
全
体
事
業
費
が
50
万
円
以
上 

・
修
繕
・
再
建
し
た
施
設
等
は
、
園
芸

施
設
共
済
や
民
間
の
建
物
共
済
、
損
害

保
険
等
に
加
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。 

・
倉
庫
や
農
機
具
を
格
納
す
る
た
め
の

パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
等
は
、
建
築
基
準
法
に

基
づ
く
整
備
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

・
そ
の
他
、
状
況
に
よ
り
各
種
要
件
や

必
要
と
な
る
書
類
が
あ
り
ま
す
。 

 

◎
補
助
の
申
込
み
手
続
き
前
に
行
っ

た
取
組
（
撤
去
、
修
繕
・
再
建
等
）
も

対
象
と
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
被

害
状
況
や
取
組
に
係
る
作
業
状
況
等

を
確
認
で
き
る
写
真
や
記
録
、
外
注
し

た
場
合
の
見
積
書
や
領
収
書
等
の
書

類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

□
申
込
・
問
合
せ
先 

 

農
林
水
産
課 
農
業
振
興
係 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

 

※
「
強
い
農
業
・
担
い
手
づ
く
り
総
合

支
援
交
付
金
（
地
域
担
い
手
育
成
支
援

タ
イ
プ
）」
を
は
じ
め
、
国
の
各
種
支
援

策
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
覧
に
い
た
だ
け
ま

す
。 

    

◆
保
険
料
は
納
期
限
内
に
納
め
ま
し

ょ
う 保

険
料
を
滞
納
す
る
と
、
通
常
よ
り

有
効
期
限
が
短
い
保
険
証
が
交
付
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
災
害
に
よ
り

住
宅
等
に
著
し
く
損
害
を
受
け
た
場

合
や
、
世
帯
主
の
収
入
が
著
し
く
減
少

し
た
場
合
な
ど
、
保
険
料
の
減
免
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

◆
新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
す
る
方
の
保
険
料
の
納
め
方
に

つ
い
て 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
年
金

か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
が
原
則

で
す
が
、
新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
方
は
、

年
金
か
ら
の
天
引
き
が
開
始
さ
れ
る

ま
で
時
間
が
か
か
る
た
め
、
加
入
当
初

は
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は

手
続
き
が
必
要
で
す
。
こ
れ
ま
で
国
民

健
康
保
険
税
（
料
）
を
口
座
振
替
で
納

め
て
い
た
方
も
、
改
め
て
手
続
き
が
必

要
で
す
。 

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
促

進
に
つ
い
て 

令
和
３
年
３
月
（
予
定
）
か
ら
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
被
保
険
者
証
と
し

て
利
用
で
き
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
」
の
仕
組
み
が
、
準
備
の
整
っ
た
医
療

機
関
等
か
ら
順
次
始
ま
り
ま
す
。 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
は

任
意
で
す
が
、
ま
だ
お
持
ち
で
な
い
方

は
こ
の
機
会
に
取
得
を
ご
検
討
く
だ

さ
い
。
な
お
、
現
在
の
被
保
険
者
証
が

な
く
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
引

続
き
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。 

交
付
申
請
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
サ
イ
ト 

h
t
t
p
s
:
/
/w
ww
.
k
o
j
i
n
ba
ng
o
- 

c
a
r
d
.
g
o
.j
p/
 

ま
た
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
０
１
２
０-

95-

０
１
７
８

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

℡ 

０
１
７-

７
２
１-

３
８
２
１ 

福
祉
課 

国
民
健
康
保
険
係 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

内
線
１
３
８ 

 

農
業
用
施
設
・
機
械
等
の
導

入
や
大
雪
・
暴
風
被
害
か
ら

の
再
建
を
支
援
し
ま
す 

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
の
み
な
さ
ま
へ 



 
   

広報ふかうら（お知らせ版）⑨ 
    

本
年
４
月
１
日
か
ら
、
中
小
企
業
に

も
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
が
適
用
さ

れ
ま
す
！ 

◆
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
労
働
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
」
で
は
、
同
一
労
働
同
一

賃
金
に
関
す
る
情
報
を
お
届
け
し
て

い
ま
す
！ 

・
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
内
容
（
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
す

る
不
合
理
な
待
遇
差
の
禁
止
や
、
説
明

義
務
の
強
化
な
ど
）
に
つ
い
て
、
動
画

に
よ
り
解
説
し
て
い
ま
す
。 

・
取
組
事
例
、
点
検
・
検
討
マ
ニ
ュ
ア

ル
、
チ
ェ
ッ
ク
ツ
ー
ル
の
公
開
を
行
っ

て
い
る
ほ
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー

な
ど
の
案
内
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

h
t
t
p
s
:
/
/p
ar
t
- 

t
a
n
j
i
k
a
n.
mh
l
w
.
g
o
.
jp
/ 

◆
具
体
的
な
労
働
管
理
の
手
法
、
制
度

の
見
直
し
に
つ
い
て
の
相
談
は
、
青
森

県
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

へ 

℡ 

０
８
０
０-

８
０
０-

１
８
３
０ 

 

【
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
】 

 
 

【
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
】 

 

パ
ゆ
う
ち
ゃ
ん 

□
問
合
せ
先 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署 

労
働
時
間
相
談
・
支
援
班 

℡ 

０
１
７
３-

35-

２
３
０
９ 

     

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ

ー
あ
ふ
れ
る
国
税
専
門
官
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
国
税
専
門
官
は
、
国
の
財

政
を
支
え
る
重
要
な
仕
事
を
担
い
、
税

務
署
等
に
お
い
て
、
調
査
・
徴
収
・
検

査
の
指
導
な
ど
を
行
う
税
務
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
で
す
。 

◆
受
験
資
格 

（
１
）
平
成
３
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

12
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者 

（
２
）
平
成
12
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
の
者
で
次
に
掲
げ
る
も
の 

①
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
令
和 

４
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す 

る
見
込
み
の
者 

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同 

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者 

◆
受
験
申
込
受
付
期
間 

 
３
月
26
日
（
金
）
～ 

 
４
月
７
日
（
水
） 

◆
受
験
申
込
方
法 

 

受
験
申
込
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申

込
と
す
る
。 

・
国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
ナ
ビ 

 
h
t
t
p
s
:/
/w
w
w
.
j
i
n
ji
.g
o
.
j
p
/ 

s
a
i
y
o
/
s
ai
yo
.
h
t
m
l 

◆
第
１
次
試
験
日 

 

６
月
６
日
（
日
） 

□
問
合
せ
先 

 

仙
台
国
税
局 

人
事
第
二
課
試
験
研
修
係 

 

℡ 

０
２
２-

２
６
３-

１
１
１
１ 

 
 

 

（
内
線 

３
２
３
６
） 

 

人
事
院
東
北
事
務
局 

 

℡ 

０
２
２-

２
２
１-

２
０
２
２ 

     

鯵
ヶ
沢
病
院
よ
り
、
整
形
外
科
外
来

の
休
診
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
休
診
日 

 

整
形
外
科
外
来 

 

３
月
22
日
（
月
） 

 

□
問
合
せ
先 

 

鯵
ヶ
沢
病
院 

 

℡ 

72-

３
１
１
１ 

中
小
企
業
に
も
同
一
労
働

同
一
賃
金
の
適
用
が
開
始

さ
れ
ま
す
！ 

２
０
２
１
年
度
国
家
公
務
員

「
国
税
専
門
官
採
用
試
験
」

（
大
卒
程
度
）
の
お
知
ら
せ 

鯵
ヶ
沢
病
院
か
ら
の 

お
知
ら
せ 



 

 

 

 

 

 

 

１ 募集職種一覧 

 

区分 試験区分 職務内容 受験資格 

➀勤 務 時 間 

➁週勤務日数 

➂勤 務 場 所 

報酬(給料) 

基 準 額 

募集 

人員 

1 行２ 
Ａ－１ 

特別支援教育支援員 

専門事務 

(教育上特別な

支援を要する

児童生徒への

学習や学校生

活支援等) 

資格不要 

①8：00～16：00 

②週 5 日 

③各小・中学校 

※年間 40 週程度 

夏季・冬季休業

期間は勤務なし 

日額 

6,722 円～ 

若干名 

2 行３ 
Ａ－２ 

特別支援教育支援員 

教育職員

普通免許

(第一種) 

日額 

7,329 円～ 

3 労１ 
Ｂ 

学校調理員 

町内3小学校で

の給食調理 
資格不要 

①8：00～16：00 

②週 5 日 

③各小学校 

※年間 40 週程度 

夏季・冬季休業期

間は勤務なし 

日額 

6,283 円～ 
１名 

２ 全職種勤務条件等共通事項 

任用期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

休 暇 
年次休暇が付与されるほか、特別休暇として有給休暇である忌引休暇、結婚休暇、夏季休

暇等、無給休暇として産前・産後休暇、介護休暇、看護休暇等が取得できます。 

給 与 

①報酬 

報酬の額は、常勤職員の給料月額を定める行政職の給料表を基礎に、職種、業務内容、

勤務形態等に応じて決定されます。※上記の一覧を御確認ください。 

（支給要件に応じ、通勤費分費用弁償、期末手当を支給。退職手当等は支給されません。） 

②その他 

時間外勤務または休日勤務が発生した場合には、その勤務に応じ、報酬に加算または手

当が支給されます。 

社会保険 雇用保険法、厚生年金保険法及び健康保険法の被保険者となります。 

条件付採用 
１か月間の条件付採用期間があり、この期間を良好に勤務した場合に正式採用となりま

す。（月の勤務日数が１５日に満たない場合は、日数が１５日に達するまで延長） 

そ の 他 
原則として、正職員と同じく地方公務員法が適用されます。また、条例等の改正により勤

務条件等については、変更される場合があります。 

 
  

深浦町会計年度任用職員採用試験のお知らせ 

町では次のとおり会計年度任用職員を募集します。 
〇受付期間   ３月１２日（金）から３月１９日（金）まで 【消印有効】 
〇試験日    ３月２４日（水） 
〇試験会場   面接試験 ： 深浦町役場 ３階 大会議室 

広報ふかうら（お知らせ版）⑩ 



３ 受験資格 

◎地方公務員法第１６条により、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなく 

なるまでの者 

（２）深浦町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で 

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 

４ 試験日及び方法等 

試験日 試験区分 試験方法 試験会場（集合場所） 

３月２４日（水） 
※日時等詳細については個別に

通知します 
面接試験 

深浦町役場 ３階 

大会議室 

 

５ 受験手続 

提出書類 

①受験申込書（希望する区分及び試験区分を必ず記載してください。） 

②面接カード 

③資格取得を証明する書類の写し（受験資格に記載がある職種） 

受付期間 

３月１２日（金）から３月１９日（金）まで 【消印有効】 

①持参の場合    

８時１５分から１７時まで（土・日・祝日除く） 

②郵送の場合    

封筒の表に「会計年度任用職員申込書」と朱書きしてください。 

申込及び 

問合せ先 

深浦町教育委員会教育課 学務係 

〒０３８－２３２４ 深浦町大字深浦字苗代沢８４番地２ 

ＴＥＬ ０１７３－７４－４４１９ 

※①受験申込書、②面接カードについては、深浦町ホームページからダウンロードするか、

深浦町教育委員会、岩崎支所、大戸瀬支所で配布します。 

 

 

 

 

 

今年度も、林業座談会の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、中止とさせていただきます。 

 

□問合せ先  

つがる森林組合  ＴＥＬ ０１７３－７２－２４３６ 

農業委員会    ＴＥＬ ７４－４４２０ 

 
  

林業座談会開催中止のお知らせ 

広報ふかうら（お知らせ版）⑪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広報ふかうら（お知らせ版）⑫ 

申込及び
問合せ先

深浦町総務課　行政係
　〒０３８－２３２４　深浦町大字深浦字苗代沢８４番地２
　電話０１７３－７４－２１１２

※①受験申込書、②面接カードについては、町ホームページからダウンロードするか、役場総務課で配付しま
す。

２　受験資格

〇地方公務員法第１６条により、次のいずれかに該当する者は受験できません
（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
（２）深浦町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを
    主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

３　応募手続

提出書類
①受験申込書　②面接カード　③看護師免許証の写し

　※試験終了後の応募書類の返却はいたしませんので、あらかじめご了承願います

受付期間
 ３月１２日（金）　～　３月１９日（金）　【必着】
①持参の場合　平日：午前８時１５分から午後５時まで（土・日曜日、祝日を除く）
②郵送の場合　封筒の表に「会計年度任用職員申込書」と朱書きしてください

社会保険 雇用保険法、厚生年金保険法及び健康保険法の被保険者となります。

条件付採用
１か月間の条件付採用期間があり、この期間を良好に勤務した場合に正式採用とります。
（月の勤務日数が１５日に満たない場合は、日数が１５日に達するまで延長）

その他
原則として、正職員と同じく地方公務員法が適用されます。また、条例等の改正により勤務条件等
については、変更される場合があります。

資格要件 　看護師免許証を有する者

勤務条件

①勤務時間
　午前８時１５分から午後４時４５分（休憩１時間）
　　※週休二日制
　　※時間外勤務や土日勤務がある場合もあります
②休暇
　年次休暇が付与されるほか、特別休暇として有給休暇である忌引休暇、結婚休暇、夏季休暇、子
の看護休暇等、無給休暇として産前・産後休暇、介護休暇等が取得できます。
③勤務場所
　深浦診療所もしくは今後設置予定の新型コロナワクチン接種会場（町内）

給　　与

①報酬
　正看護師：月額　189,194円～　　　　准看護師：月額　157,839円～
（支給要件に応じて、通勤費分費用弁償、期末手当が支給されます。退職手当等は支給されませ
ん。）
②その他
　時間外勤務または休日勤務が発生した場合には、その勤務に応じ、報酬に加算または手当が支給
されます。

任用期間 　４月１日から９月３０日まで（任用期間を延長する場合があります）

募集人員 　２名

業務内容 　看護師業務

１　募集要領

会計年度任用職員（看護師）採用試験のお知らせ

 町では次のとおり会計年度任用職員を募集します

　◎受付期間　３月１２日（金） ～  ３月１９日（金）【必着】

　◎試験日時  ３月２５日（木）午後２時　　◎試験方法　面接試験

　◎試験会場　深浦町保健センター　会議室


